
国際テロリズムの動向第7節

1 	全般	全般

1	 2020年11月に国連地域間犯罪司法研究所（UNICRI）が発表した報告書「Stop	the	Virus	of	Disinformation」による。

世界各地において、民族、宗教、領土、資源など
の問題をめぐる紛争や対立が、依然として発生又
は継続しており、これに伴い発生した人権侵害、
難民、飢餓、貧困などが、紛争当事国にとどまら
ず、より広い範囲に影響を及ぼす場合がある。

また、政情が不安定で統治能力がぜい弱な国に
おいて、国家統治の空白地域がアル・カーイダや

「イラクとレバントのイスラム国」（I
Islamic State in Iraq and the Levant

SIL）をはじ
めとする国際テロ組織の活動の温床となる例も顕
著にみられる。こうしたテロ組織は、不十分な国
境管理を利用して要員、武器、資金などを獲得す
るとともに、各地に戦闘員を送り込んで組織的な
テロを実行させたり、現地の個人や団体に対して
何らかの指示を与えたりするなど、国境を越えて
活動を拡大・活発化させている。さらに近年では、
インターネットなどを通じて世界中に暴力的過激
思想を普及させている。その結果、欧米などの先
進国において、社会への不満から若者がこうした
暴力的過激思想に共感を抱き、国際テロ組織に戦
闘員などとして参加するほか、自国においてテロ
を行う事例がみられる。ISILやアル・カーイダな
どのテロ組織は、支持者に向けて、機関誌などを
通じてテロの手法を具体的に紹介し、テロ実行を
呼びかけている。こうした中で、テロ組織が拡散
する暴力的過激思想に感化されて過激化し、居住
国でテロを実行する、いわゆる「ホーム・グロウ
ン型」テロが引き続き脅威となっている。特に近
年では、欧米などにおいて、国際テロ組織との正
式な関係はないものの、何らかの形でテロ組織の
影響を受けた個人や団体が、単独又は少人数でテ
ロを計画及び実行する「ローン・ウルフ型」テロ
が発生している。「ローン・ウルフ型」テロの特徴
としては、刃物、車両、銃といった個人でも比較
的入手しやすいものが利用されることや、事前の
兆候の把握や未然防止が困難であることがあげら

れる。
また、2019年3月には、ニュージーランドのク

ライストチャーチにおいて、テロ事件（銃乱射事
件）の実行犯が犯行時の様子をソーシャル・メ
ディア上でライブ配信し、その映像が瞬時に拡散
されるという、これまでにない事案が発生した。
同事件ではイスラム教の礼拝所であるモスクが白
人至上主義を信奉する者により襲撃を受けたが、
こうした極右思想を背景とした特定の宗教や人種
を標的とするテロについても欧米諸国で特に顕著
となっている。

さらに、新型コロナウイルス感染症の世界的大
流行に伴い、テロ組織などが各地で勢いを増す可
能性が危惧されている。2020年9月、グテーレス
国連事務総長は、テロリストが新型コロナの感染
拡大で生じた社会的、経済的苦境につけ込み新た
な支持者の獲得を試みていること、また、ネオナ
チや白人至上主義者がコロナ禍に乗じて社会の分
断を扇動しているなどと警告し、国際社会が結束
して対応することが緊要であると訴えた。国連の
報告書によれば、テロ組織や暴力的過激主義者は
ソーシャル・メディアを介して新型コロナウイル
スに関する偽情報や陰謀論を流布し、政府に対す
る信頼の失墜、自らの思想の正当化、リクルート
活動の強化などを目論んでいるとされる1。こうし
たオンライン上でのリクルート活動に対しては、
新型コロナの蔓延によって通学や雇用の機会を失
い、インターネットの使用時間が増える若者が特
に脆弱であると指摘されており、新たな課題と
なっている。

このように、国際テロ対策に関しては、テロの
形態の多様化やテロ組織のテロ実行能力の向上な
どにより、テロの脅威が拡散、深化している中で、
テロ対策における国際的な協力の重要性がさらに
高まっている。現在、軍事的な手段のみならず、
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テロ組織の資金源の遮断、テロリストの国際的な
移動の防止、暴力的過激思想の拡散防止などのた

2	 アラビア語で「後継者」を意味する。預言者ムハンマド没後、イスラム共同体を率いる者に対して用いられ、その後ウマイヤ朝などの世襲王朝君主がこの称
号を用いた。

3	 イスラム教の二大宗派のひとつ。シーア派との分裂は、イスラム教を興した預言者ムハンマド（632年没）の後継者（カリフ）をめぐる考え方の違いに由来
する。現在、最大宗派であるスンニ派は、中東・北アフリカ地域のイスラム教国の大半で多数を占める。シーア派は、イランで国教に定められているほか、
イラクでも多数を占める。

4	 2021年1月に国連事務総長が国連安全保障理事会に提出した報告書「Twelfth	report	of	the	Secretary-General	on	the	threat	posed	by	ISIL	(Da’esh)	
to	international	peace	and	security	and	the	range	of	United	Nations	efforts	in	support	of	Member	States	in	countering	the	threat」による。

5	 2019年11月に米国防省監察総監室が議会に提出した報告書「Operation	Inherent	Resolve」による。
6	 2020年11月に米国防省監察総監室が議会に提出した報告書「Operation	Inherent	Resolve」による。

め、各国が連携しつつ、様々な分野における取組
が行われている。

2 	ISIL系国際テロ組織の動向	ISIL系国際テロ組織の動向
ISILは独自のイスラム法解釈に基づくカリフ2

制国家の建設やスンニ派3教徒の保護などを組織
目標としている。2013年以降、宗派間の対立や
内戦により情勢が不安定であったイラク、シリア
において勢力を拡大し、2014年1月以降、シリア
北部・東部、イラク北部などを制圧して、同年6
月には、バグダーディーを指導者とする「イスラ
ム国」の樹立を一方的に宣言した。

これを受け、米国が主導する有志連合軍は、同
年8月以降イラクにおいて、また同年9月以降は
シリアにおいても空爆を実施するとともに、現地
勢力に対する教育・訓練や武器供与、特殊部隊に
よる人質救出などにも従事している。こうした軍
事作戦との連携により、イラク治安部隊やイラク
及びシリア現地勢力が、米国などの支援を受けつ
つ、ISILの拠点の奪還を進めた。その結果、2019
年3月、トランプ米大統領が声明で有志連合とと
もにシリア及びイラクにおけるISILの支配地域
を100％解放したと宣言するに至った。また、シ
リアのアサド政権は、ロシアの支援を受け、主に
シリア南部や東部におけるISILの拠点を制圧し、
2017年12月、ロシアはISILからのシリア全土の
解放を宣言した。さらに、2019年10月、米国は

「イスラム国」の指導者バグダーディーをシリア
北西部で殺害したと発表した。

このように対ISIL軍事作戦に進展がみられる
一方、依然として約1万人の戦闘員がイラク及び
シリアで活動しているとの指摘もある4。この点、
両国内の様々な地域で、ISILの戦闘員によるもの
とみられる治安部隊、有志連合軍、市民などを標
的としたテロが発生しており、ISILは、依然活動

を継続しているとみられる。特にシリアにおいて
は、シリア北東部で米軍の一部が撤収し、2019
年10月にトルコ軍がクルド人勢力に対する軍事
作戦を開始したことを利用して、ISILがシリアに
おける能力及び資産の再構築と国外で攻撃を計画
する能力の強化を図り、勢力を盛り返す可能性が
指摘されている5。さらに、ISILは、欧米諸国が新
型コロナウイルス対策に傾注している状況に乗じ
て、テロの準備を行うよう支持者に呼び掛けてい
る。ISILがコロナ禍で経済的苦難に喘ぐ若者を標
的としたリクルート活動を行っているとの報告も
ある6。

一方で、ISILが「イスラム国」の樹立を宣言し
て以降、イラク、シリア国外に「イスラム国」の領
土として複数の「州」が設立され、こうした「州」
が各地でテロを実施している。

図表Ⅰ-3-7-1（アフリカ・中東地域の主なテロ組織）

東南アジアにおいては、ISILを支持する組織が
存在し、治安部隊や市民を標的としたテロ攻撃を
実施している。また、南アジアにおいては、2019
年4月、スリランカで邦人の犠牲者を出す大規模
な同時爆破事件が発生した。スリランカ当局は、
現地のイスラム過激派組織を実行犯として摘発す
る一方、同組織が海外のテロ組織の支援を受けた
可能性に言及している。事件後、ISILが犯行声明
を発出しており、米国は、今回のテロについて、
ISILに感化された犯行の可能性があると指摘し
ている。ISILは、ソーシャル・メディアなどを通
じて暴力的過激思想を拡散させており、その脅威
がこうした地域にも浸透していることが懸念され
る。また、アフリカ地域におけるテロも深刻化し
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ており、特に西アフリカでは、ISILに忠誠を誓う
テロ集団による襲撃が相次ぎ、犠牲者や避難民が
急増している。

このほか、欧米諸国などでは、イラク、シリア
に流入する外国人戦闘員が両国で戦闘訓練や実戦
経験を積んだ後、本国に帰国してテロを実行する
懸念が引き続き存在している。欧州では、2015
年11月にパリで発生した同時多発テロや、2016
年3月にベルギーで発生した連続爆破テロのよう

に、シリアでの戦闘に参加したISILの戦闘員が関
与したとみられるテロが発生している。こうした
外国人戦闘員をめぐっては、2019年11月、トル
コが拘束していた1,200人に上るISIL戦闘員を
本国へ送還すると発表したことを受け、欧米諸国
が一部受け入れを開始しているものの、今後も外
国人戦闘員によるテロを防止するため、国際社会
による様々な取組が求められる。

3 	ISIL系国際テロ組織以外の動向	ISIL系国際テロ組織以外の動向
主にパキスタンやアフガニスタンで活動するア

ル・カーイダは、多くの幹部が米国の作戦により
殺害されるなど弱体化しているとみられる。しか
しながら、北アフリカや中東などで活動する関連
組織に対して指示や勧告を行うなど、中枢組織と
しての活動は継続している。また、現在の指導者
であるザワヒリは欧米へのテロを呼びかける声明
を繰り返し発出しており、アル・カーイダによる

攻撃の可能性が根絶されたわけではない。
このほか、アル・カーイダに関連するイスラム

教スンニ派の過激派組織として、イエメンを拠点
に活動する「アラビア半島のアル・カーイダ

（AQAP）」、アルジェリアに拠点を置き、近隣のマ
リ、チュニジア、リビアなどでも活動する「イスラ
ム・マグレブ諸国のアル・カーイダ（AQIM）」、
ソマリアを拠点に活動する「アル・シャバーブ」

図表Ⅰ-3-7-1 アフリカ・中東地域の主なテロ組織

：アル・カーイダ関連組織

：ISIL関連組織
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：その他の主要なイスラム過激派テロ組織 出典：米国務省「国別テロ報告書2019」（2020年6月）など
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も引き続き活動を行っている。
また、アフガニスタンを拠点に活動しているイ

スラム教過激派組織タリバーンは、アフガニスタ
ン各地で武力活動を継続している。2020年2月、
米国とタリバーンとの間で、駐アフガニスタン米
軍の条件付き段階的撤収及びアフガニスタン人同

士の交渉開始などを含む合意が署名され、9月に
はアフガニスタン政府とタリバーンによる和平交
渉が開始されたものの、その後もタリバーンはア
フガニスタン治安部隊への攻撃を行っており、政
府や外国人を標的とした自爆攻撃や銃撃などを継
続する可能性は否定できない。
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